
 

広島市生活困窮者支援活動事業費補助金交付要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、地域の生活困窮者（広島市内に居住する者に限る。）に対する支援活動のうち、

原油価格・物価高騰等の影響を受けて、需要が増加又は新たに生じている、民間団体の支援活動

に対して補助金を交付することについて、広島市補助金等交付規則（昭和３６年広島市規則第５

８号）第２７条の規定により、必要な事項を定めるものとする。 

 

（補助目的） 

第２条 地域の生活困窮者（広島市内に居住する者に限る。）に対する支援活動のうち、原油価格・

物価高騰等の影響を受けて、需要が増加又は新たに生じている、民間団体の支援活動（以下、「生

活困窮者支援活動」という。）に対して、その経費の一部を補助することで、地域の生活困窮者が

今後も安心して生活できるよう支援することを目的とする。 

 

（補助対象団体） 

第３条 補助対象団体は、３人以上で構成される広島市内で生活困窮者支援活動に取り組む団体と

する。 

２ 広島市くらしサポートセンターと連携が図られている団体又は今後連携する予定の団体である

こと。 

３ 前項の規定にかかわらず、団体又はその構成員が、次の各号のいずれかに該当する場合は、補

助対象団体としないものとする。 

⑴ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第２号に

規定する暴力団（以下「暴力団」という。）又は同条第６号に規定する暴力団員（以下「暴力団

員」という。） 

⑵ 広島県暴力団排除条例（平成２２年広島県条例第３７号）第１９条第３項の規定による公表

が現に行われている者 

⑶ 暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者 

 

（補助対象事業） 

第４条 補助対象事業は、補助対象団体が実施する地域の生活困窮者（広島市内に居住する者に限

る。）に対する支援活動のうち、原油価格・物価高騰等の影響を受けて、需要が増加又は新たに生

じているものであって、広島市生活困窮者自立相談支援事業における支援調整会議で必要性を認

めた支援活動とする。 

２ 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する事業は、補助対象事業としないもの

とする。 

⑴ 国、広島県、本市から補助金等（本補助金を除く。）を受け、又は国、広島県、本市が資本金、

基本金その他これらに準ずるものを出資した法人等から補助金等を受けて実施する事業 

⑵ 営利を目的とし、又は特定の個人や事業者、団体、政党、宗教団体等を利する事業 

⑶ その他健康福祉局長が適当でないと認める事業 



（補助対象経費） 

第５条 補助対象経費は、補助対象事業の実施に要する経費から補助対象団体の基礎的な運営経費

等を除いた経費とする。 

 

 （補助内容） 

第６条 補助金の補助率及び補助限度額は次表のとおりとする。 

補助率 補助限度額 

補助対象経費の１０分の１０以内 ５０万円 

２ 一の団体が複数の事業を実施する場合であっても、複数の事業に係る経費を合計したものに対

し、前項の補助率及び補助限度額を適用する。 

３ 当該補助金は予算の範囲内で実施することとし、申請額が予算を超過する場合は、申請金額に

応じて按分する。 

４ 補助金の額に千円未満の端数が生じた場合、その端数金額は切り捨てるものとする。 

 

（補助対象事業の申請） 

第７条 補助金の交付を受けようとする団体（以下「申請団体」という。）は、次に掲げる書類を、

健康福祉局長が定める期日までに市長に提出しなければならない。 

⑴ 補助金交付申請書（様式第１号） 

⑵ 事業計画書（様式第２号） 

⑶ 予算書（様式第３号） 

⑷ 申請団体の直近３か年の決算書及び活動状況等が分かる書類（様式第４号） 

⑸ 申請団体の概要書及び規約、会則等申請団体の運営に関する規程（様式第５号） 

⑹ その他健康福祉局長が必要と認める書類 

２ その他補助対象事業の申請に関する必要事項は、健康福祉局長が定める。 

 

（補助対象事業の必要性の検討及び審査） 

第８条 市長は、前条第１項の規定による申請があったときは、支援調整会議に対し、当該申請事

業実施の必要性について検討するよう依頼する。 

２ 市長は、支援調整会議の検討結果及び当該申請書類に基づき、補助金交付の適否について審査

する。 

３ 補助対象事業の審査に関する必要事項は、健康福祉局長が定める。 

 

（補助金の交付決定等） 

第９条 市長は、前条第２項の審査の結果、補助金を交付すべきものと認めたときは、予算の範囲

内において速やかに補助金の交付を決定し、補助金交付決定通知書により、申請団体に通知する

ものとする。 

２ 前項に規定する交付決定には、次に掲げる条件を付すものとする。 

⑴ 補助金は、当該補助対象事業以外の目的に使用してはならないこと。 

⑵ 補助対象事業の内容を変更し、又は補助対象事業に要する予算を変更しようとするときは、

市長の承認を受けること。 



⑶ 補助対象事業を中止し、又は廃止しようとするときは、市長の承認を受けること。 

⑷ 補助対象事業が予定の期間内に完了しないとき、又は補助対象事業の遂行が困難になったと

きは、遅滞なく市長に報告してその指示を受けること。 

⑸ 補助対象事業により取得し又は効用の増加した機械、器具等の財産で、取得価格又は効用の

増加した価格が単価５０万円以上のものを、減価償却資産の耐用年数等に関する省令（昭和４

０年大蔵省令第１５号）に定める期間（当該期間が１０年を超える場合は、１０年とする。）内

に、補助金の交付目的以外に使用し、譲渡し、交換し、貸し付け又は担保に供しようとすると

きは、あらかじめ市長の承認を受けること。 

⑹ 補助金の収支に関する帳簿や領収書等の関係書類を、補助金の交付を受けた年度終了後５年

間保管すること。 

⑺ その他広島市補助金等交付規則及びこの要綱を遵守すること。 

３ 補助金は、第１項に規定する通知を受けた団体（以下「補助決定団体」という。）からの交付請

求に基づき、原則として概算払いにより交付する。 

 

（交付決定の取消し） 

第１０条 市長は、補助決定団体が次の各号のいずれかに該当する場合は、前条に規定する交付決

定の全部又は一部を取り消すことができる。 

⑴ 補助決定団体が補助対象団体でなくなったとき。 

⑵ 前条第２項第１号に掲げる条件に違反したとき。 

 

（計画変更の承認等） 

第１１条 補助決定団体が、第９条第２項第２号又は第３号の市長の承認を受けようとするときは、

次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。 

⑴ 事業計画変更申請書（様式第６号） 

⑵ 変更事業計画書（様式第７号） 

⑶ 変更予算書（様式第８号） 

⑷ その他健康福祉局長が必要と認める書類 

 

（実績報告） 

第１２条 補助決定団体は、当該補助対象事業が完了したときは、その完了の日から１０日後の日

又は当該年度の３月３１日のいずれか早い日までに、次に掲げる書類を市長に提出しなければな

らない。 

⑴ 補助対象事業実績報告書兼精算書（様式第９号） 

⑵ 事業実施報告書（様式第１０号） 

⑶ 決算書（様式第１１号） 

⑷ 領収書その他の収支の事実を証する書類（健康福祉局長が適当と認める場合にあっては、そ

の写し）（様式第１２号） 

⑸ その他健康福祉局長が必要と認める書類 

 

 



（補助金の額の確定等） 

第１３条 市長は、前条に規定する書類の提出を受けた場合において、書類の審査及び必要に応じ

て行う現地調査等により、当該補助対象事業の実績が補助金の交付の決定の内容及びこれに付し

た条件に適合すると認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、補助金交付確定通知書によ

り、当該補助決定団体に通知するものとする。 

２ 補助決定団体は、前項に規定する通知に基づく補助金の精算に当たり過金を生じたときは、速

やかにこれを市長に返納しなければならない。 

３ 市長は、前条に規定する書類の提出を受けた場合において、当該提出に係る補助対象事業の実

績が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、これに適合

させるための措置をとるべきことを当該補助決定団体に命じ、又は当該補助金の交付決定の全部

若しくは一部を取り消し、当該取消しに係る補助金の返還を当該補助決定団体に命ずるものとす

る。 

 

（届出の義務） 

第１４条 補助決定団体は、その事務所の移転、名称若しくは代表者の変更又は団体の解散等の団

体の運営等に係る重大な変更が生じたときは、速やかに市長に届け出なければならない。 

 

（委任規定） 

第１５条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、健康福祉局長が定

める。 

 

附 則 

この要綱は、令和４年６月１０日から施行し、同年４月２８日以後に実施された補助対象事業に

ついて適用する。 

 

附 則 

この要綱は、令和５年４月１日から施行する。 

 

附 則 

この要綱は、令和６年４月１日から施行する。 

 


